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●「成績率」の適用については、「増減率」１０／１００を限度とすること。

●満５５歳以上の社員については、若手社員への人材育成・技術継承の点から、

一律に５万円を加算し支払うこと。

●「期間率」の適用において、私傷病での「病欠」を除外、ないし緩和措置を

図ること。

●特に、コロナウイルス感染関連による休暇については、「期間率」から除外

すること。

●グリーンスタッフ社員については、社員に準じて５万円を加算して支払うこと。

●エルダー社員についても５万円を加算して支払うこと。

●昨年の台風被害及び新型コロナウイルスの拡大等により、早期復旧や安全運

行を担っている社員・家族及びグループ会社社員の労に報いる上から、一律

に３万円を支給すること。


